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令和３年函審第１５号 

裁    決 

漁船Ａ漁船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について，当海難審判所は，理事官永本和寿出席のうえ審理し，

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１箇月停止する。 

 受審人ｂを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和２年９月８日０１時５０分 

 北海道サロマ湖 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 漁船Ａ        漁船Ｂ 
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  総 ト ン 数 ４.９トン      ３.４トン 

  登 録 長 １１.９０メートル  １０.６０メートル 

  機 関 の 種 類 ディーゼル機関    ディーゼル機関 

   出    力            ２２８キロワット 

   漁船法馬力数 ３３０キロワット 

３ 事実の経過 

 (1) サロマ湖の状況 

   サロマ湖は，ほぼ全面水域に２０以上の区画に分割されたほたて

貝養殖区域が設定されており，隣接した区画と区画との間に水路

が設けられ，同湖の東部には東西方向の長さが数キロメートル，

幅１００メートル未満の中通路と呼称される水路があり，同通路

の北側には反射材付きの赤旗が，南側には反射材付きの緑旗がそ

れぞれ設置されていた。 

 (2) 本件発生に至る経緯 

   Ａは，船体前部に操舵室を配し，同室前部中央に操舵スタンド，

同スタンド上面に磁気コンパス，左舷前部に機関遠隔操縦装置，

右舷前部に魚群探知機兼用のＧＰＳプロッターをそれぞれ備えた

ほたて貝養殖漁業に従事するＦＲＰ製漁船で，ａ受審人ほか１人が

乗り組み，稚貝の揚収作業の目的で，船首０.５メートル船尾１.２

メートルの喫水をもって，令和２年９月８日０１時３５分北海道

栄浦漁港を発し，サロマ湖東部に敷設された養殖施設に向かった。 

   ａ受審人は，航行中の動力船を示す法定の灯火を表示するととも

に探照灯を点灯し，乗組員を船尾甲板で待機させ，自らは操舵ス

タンド後方に立って操船に当たり，０１時４８分半僅か前北海道

北見市に所在する四等三角点九里番屋（以下「九里三角点」とい

う。）から１６９.５度（真方位，以下同じ。）１,１７０メート
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ルの地点で，針路を２７０度に定め，１４.０ノットの速力（対地

速力，以下同じ。）で，手動操舵によって進行した。 

   ａ受審人は，探照灯で反射材付きの赤旗を照射しながら続航し，

０１時５０分少し前九里三角点から１９８.５度１,２１０メート

ルの地点に達したとき，左舷船首２度２１０メートルのところに，

Ｂの白，紅２灯及び探照灯の灯火を見ることができ，このまま針

路を保てば東行中の同船と左舷を対して約４０メートル隔てて無

難に航過する態勢であったが，周囲を一見して他船を見掛けなか

ったことから，左転しても支障ないものと思い，見張りを十分に

行わなかったので，このことに気付かず，針路を前示養殖施設に

向く２３５度に転じて速力を１０.０ノットに減じ，新たな衝突の

危険を生じさせて進行した。 

   こうして，Ａは，０１時５０分九里三角点から２００.５度１,２７０

メートルの地点において，原針路及び原速力で，その左舷船首部

がＢの左舷船首部に前方から４９度の角度で衝突した。 

   当時，天候は晴れで風力２の南西風が吹き，潮候は上げ潮の初期

に当たり，視界は良好であった。 

   また，Ｂは，船体前部に操舵室を配し，同室前部中央に舵輪，舵

輪前方に磁気コンパス，舵輪後方に椅子，左舷側に機関遠隔操縦

装置，右舷側にレーダー，ＧＰＳプロッター２台及び魚群探知機

をそれぞれ備えたほたて貝養殖漁業に従事するＦＲＰ製漁船で，

ｂ受審人が１人で乗り組み，作業員３人を乗せ，稚貝の揚収作業

の目的で，船首０.５メートル船尾１.０メートルの喫水をもって，

同日０１時１２分栄浦漁港を発し，サロマ湖東部に敷設された養

殖施設に向かった。 

ｂ受審人は，０１時１５分養殖施設に到着して稚貝の揚収作業を
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始め，稚貝約１.５トンを揚収して同作業を終え，０１時４５分同

施設を発進して帰途に就いた。 

ｂ受審人は，航行中の動力船を示す法定の灯火を表示するととも

に探照灯を点灯し，ＧＰＳプロッターを作動させ，作業員３人を

船尾甲板で作業に当たらせ，自らは椅子に腰を掛けて操船に当た

り，０１時４９分半少し前九里三角点から２１７.５度１,３８０

メートルの地点で，針路を１０４度に定め，機関を回転数毎分

２,５５０に掛け，１９.５ノットの速力で，手動操舵によって進

行した。 

ｂ受審人は，探照灯で反射材付きの緑旗を照射しながら続航し，

０１時５０分少し前九里三角点から２０７.５度１,３００メート

ルの地点に達したとき，左舷船首１６度２１０メートルのところ

に，Ａの白，紅，緑３灯及び探照灯の灯火を見ることができ，左

舷を対して約４０メートル隔てて無難に航過する態勢で西行して

いた同船が自船の前路に向け，左転して減速し，新たな衝突の危

険を生じさせて接近する状況となったが，前路に航行の支障とな

る他船はいないものと思い，見張りを十分に行わなかったので，

このことに気付かなかった。 

こうして，ｂ受審人は，警告信号を行わず，衝突を避けるための

措置をとらないまま進行し，Ｂは，原針路及び原速力で，前示の

とおり衝突した。 

   衝突の結果，Ａは，左舷船首部外板に亀裂を伴う擦過傷等を生じ

たものの，後修理され，Ｂは，左舷船首部外板に亀裂を伴う擦過

傷を生じるとともに同舷船尾外板が大破し，後廃船処理され，ｂ

受審人及びＢの作業員３人が，頸椎捻挫，左肘打撲，左眉毛部挫

創等をそれぞれ負った。 
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 （航法の適用） 

 本件は，夜間，サロマ湖において，西行するＡと東行するＢが衝突し

たもので，特別法である港則法及び海上交通安全法の適用がなく，適用

される北海道条例等の規定もないことから，一般法である海上衝突予防

法（以下「予防法」という。）が適用されることとなる。 

 事実の経過で示したとおり，両船が２１０メートルに接近した衝突の

１５秒前，Ａが東行中のＢの前路に向けて左転して減速したことにより，

左舷を対して無難に航過する態勢であった両船間に衝突の危険が生じた

もので，両船に定型的航法を適用するための時間的及び距離的余裕があ

ったものとは認められないことから，本件は予防法第３８条及び第３９

条を適用し，船員の常務によって律するのが相当である。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は，夜間，サロマ湖において，西行中のＡが，見張り不十分

で，左舷を対して無難に航過する態勢で東行中のＢの前路に向けて左転

して減速し，新たな衝突の危険を生じさせたことによって発生したが，

Ｂが，見張り不十分で，警告信号を行わず，衝突を避けるための措置を

とらなかったことも一因をなすものである。 

 ａ受審人は，夜間，サロマ湖において，養殖施設に向けて西行する場

合，接近する他船を見落とすことのないよう，見張りを十分に行うべき

注意義務があった。ところが，同人は，周囲を一見して他船を見掛けな

かったことから，左転しても支障ないものと思い，見張りを十分に行わ

なかった職務上の過失により，左舷を対して無難に航過する態勢のＢに

気付かず，左転して減速し，新たな衝突の危険を生じさせて衝突を招き，

Ａ及びＢ両船それぞれに損傷を生じさせ，ｂ受審人及びＢの作業員３人

を負傷させるに至った。 
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 以上のａ受審人の行為に対しては，海難審判法第３条の規定により，

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１箇

月停止する。 

 ｂ受審人は，夜間，サロマ湖において，栄浦漁港に向けて東行する場

合，接近する他船を見落とすことのないよう，見張りを十分に行うべき

注意義務があった。ところが，同人は，前路に航行の支障となる他船は

いないものと思い，見張りを十分に行わなかった職務上の過失により，

左舷を対して無難に航過する態勢から自船の前路に向け，左転して減速

し，新たな衝突の危険を生じさせて接近するＡに気付かず，警告信号を

行わず，衝突を避けるための措置をとることもなく進行して衝突を招き，

Ａ及びＢ両船それぞれに損傷を生じさせ，Ｂの作業員３人を負傷させ，

自らも負傷するに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては，海難審判法第３条の規定により，

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和４年３月３日 

     函館地方海難審判所 

          審 判 官  植  松     正 


